
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省令の改正等に伴う条例の改正

（平成 27年 4月 1日施行）について 
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厚生労働省令の改正等に伴う条例の改正について 

 

 

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準（厚生労働省令）等の改正等に伴う条例の改正 

 

当市における「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例」等の根拠となる厚生労働省令の改正等に伴い、条例に

ついて所要の改正を行っております。（平成 27年 4月 1日施行） 

 

【改正内容】 

 

１ いわき市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例 

⑴ 基準該当障害福祉サービスの対象拡大 

   介護保険制度における看護小規模多機能型居宅介護（小規模多機能型居

宅介護と訪問看護を組み合わせたもの）について、新たに基準該当障害福

祉サービスの対象として追加。 

⑵ 共同生活援助において居宅介護等を利用する場合の経過措置の延長 

   重度の障がい者に係る当該事業所の従業者以外の者が行う居宅介護等の

利用の経過措置を延長。 

 

２ いわき市地域生活支援事業の利用に係る手数料に関する条例 

 ⑴ 地域生活支援事業に係る手数料改定及び日常生活用具給付の追加 

  ① 訪問入浴サービス事業 

   ・1回当たりの入浴等及び清拭又は部分浴の単価引き上げ 

  ② 日常生活用具給付事業 

   ・動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）基準額引き上げ 

   ・蓄尿袋及び畜便袋の名称変更（ストーマ装具へ変更） 

  ③ 移動支援事業 

   ・グループ支援型の利用に係る手数料を定める。 

 

３ いわき市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

  児童福祉法の改正に伴い、小児慢性特定疾病医療支援等の定義に関する事

項に係る条項が追加されたことから、条項を引用している箇所について改正。 

 

※ 上記のほか、厚生労働省令の改正としては、次の内容について改正がなさ

れたが、当市においては、市内の現状（精神科病棟を抱える病院の病棟転換

などの動向）等を踏まえ、改正を見送ったところである。 
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